
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、２０年４月１日現在の人数である。

（３）特記事項

　本県の財政の健全化に資するため、職員の給料月額、管理職手当等を次のとおり減額しています。

平成１６年４月１日～平成１９年３月３１日 管理職手当を約１０％減率

12,929

千円

55,720,395

住民基本台帳人口

　　　　　（２０年度末）

歳出額　

10,073,306 24,348,698 7,377

職員の給与の状況

１９年度の人件費率

区　　分

27.2

２０年度

区　　分

（参考）都道府県平均

6,972

千円

人件費率

一人当たり

％ ％

28.4

一人当たり給与費給与費 B/A

実質収支 （参考）人件費

Ｂ／Ａ　　　　　　Ｂ

千円

454,774,228 123,739,019

　　　　　　Ａ

千円

期末・勤勉手当

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給　 料 　　計　　Ｂ職員手当　　　　　　Ａ

千円２０年度 人

職員数

千円 千円 千円

800,825 4,407,923

人　

　　　　　千円

90,142,399
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平成１６年４月１日～平成１９年３月３１日 管理職手当を約１０％減率

平成１９年４月１日～平成１９年１２月３１日 管理職手当を１０％減額

平成２０年１月１日～平成２３年３月３１日 給料を７％～１０％減額（医師を除く）

管理職手当を１５％減額

（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

(注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
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徳島県 都道府県平均
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（５）給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した

　　平均給与月額である。

②特別給

　　　　　　　

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は

　　期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

公務員給与　B
較差 勧　告 国　の　改　定　率

A-B （改定率）

％

区　　分

人事委員会の勧告

２1年度 円 円 ▲756 円

給　与　改　定　率

（参考）

民間給与　A

379,966 380,722 (  ▲0.2 ％)

％ ％

▲0.19 ▲0.19 ▲0.22

区　　分

人事委員会の勧告

年間支給月数

（参考）

民間の支給
割合　　　A

公務員の支給
月数　　　　　B

較差

２1年度 月 月 月

勧　告 国　の　年　間

A-B （改定月数） 支　給　月　数

月 月 月

4.16 4.50 ▲0.34 ▲0.35 4.15 4.15
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２１年４月１日現在）

　　　①　一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

平均給与月額
平均給与月額

327,295 404,634

（国ベース）

355,793

平均年齢 平均給料月額

徳島県 43.9

区　　分

391,770

都道府県平均 43.8 343,005 427,547 384,790

国 41.5 325,521  ―  
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　　　②　技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

歳 円

歳 円

歳 円

 ― 国  ―  ―  ― 

1.04

うち用務員 用務員 54.5 214,000 1.52

うち守衛 守衛 55.6 313,600

 ― 

うち自動車運転手 自家用乗用自動車運転手 56.3 238,300 1.65

徳島県  ―  ―  ― 

区　　分

民　　　　　間 参　　考

対応する民間
の類似職種

平均年齢
平均給与月額

Ａ／Ｂ
（Ｂ）

都道府県平均 48.8 465 332,714 388,002 365,631

285,548  ― 

公　　　　　務　　　　　員

4,429 322,737

平均給料月額

315,588

徳島県

区　　分

うち自動車運転手

うち守衛

44.4 324,787298,210うち用務員

国

平均給与月額

（国ベース）

平均給与月額

（Ａ）

329,027

372,071

300,702326,897

平均年齢 職員数

51.9

40.5

27845.8

80

12

13

49.2

309,021

352,528

279,048

347,167

394,026

3

円 円

円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。(平成18～20年の3ヶ年平均)

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している

　ものではない。

※年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員

   においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

　　　③　高等（特殊・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　④　小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

うち守衛 5,399,737 4,498,000 1.20

うち用務員 5,469,805 3,027,000 1.81

徳島県  ―  ―  ― 

うち自動車運転手 6,638,096 3,858,100 1.72

区　　分

参　　　　　考

年収ベース（試算値）の比較

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ

都道府県平均  ―  ―  ―  ― 

区　　分

平均年齢

徳島県

平均給料月額

43.9

458,004

平均給料月額 平均給与月額

390,833

415,439

437,491

46.3 372,876

都道府県平均 377,216

平均年齢

44.8

平均給与月額

都道府県平均

徳島県

区　　分

361,26843.4 408,964

3



　　　⑤　警 察 職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２１年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、

　　　　特殊勤務手当等が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

（２）職員の初任給の状況（２１年４月１日現在）

円 円

円 円

円 －

140,100

141,900

178,800

144,500

国

技能労務職
高　校　卒

区　　分

徳島県

172,200

徳島県

高　校　卒

375,813

340,725

平均給与額

（国ベース）

372,706

大　学　卒

国

都道府県平均

322,231

一般行政職

平均給与月額

40.3 428,292

区　　　分

474,584

 ―  

330,043

316,975

41.5

平均給料月額

40.0

平均年齢

4

円 －

円 －

円 －

円 －

円 －

円 －

円 円

円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２１年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）　　技能労務職（高校卒）の経験年数については、１４年、１５年、２０年となっている。

　　　　　高等学校教育職（高校卒）の経験年数については、１３年、１６年、２１年となっている。

267,622 325,955

－

154,900

245,621

263,948

246,527

236,971

338,002

335,623

243,156

141,900

217,589

154,900

164,700

287,379

高　校　卒

大　学　卒

341,819

133,100

158,100

200,000

経験年数１５年

283,791

199,700

小・中学校
教育職

警　察　職

高　校　卒

大　学　卒

技能労務職
中　学　卒

高　校　卒

技能労務職

一般行政職
194,816

232,267

216,783

大　学　卒

高　校　卒

288,346

366,072

314,293

281,397

－

365,406

255,692

356,412

高等学校
教育職

高　校　卒

大　学　卒 264,891

大　学　卒

高　校　卒

282,671

197,811

－

大　学　卒

高　校　卒 228,103

高　校　卒

高　校　卒

高等学校教育職

大　学　卒
小・中学校教育職

199,700

区　　　         分 経験年数１０年

197,200
警　察　職

中　学　卒

経験年数２０年　　　
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の給別職員数の状況（２１年４月１日現在）

18.8

　　　　　　　　％

324

　　　　　　　　人

1.3

　　　　　　　　％

2.1

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

17.7

9.3

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

5.2

　　　　　　　　％

180

617

0.7

職員数

　　　　　　　　％

539

1,025

15.5

　　　　　　　　％

74

　　　　　　　　人

局長
46

　　　　　　　　人

部長
　　　　　　　　人

23

主事

７級

２級

１級

区　　分

課長補佐

係長

課長補佐

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

29.4

標準的な職務内容

主事

４級

654

　　　　　　　　人

９級

６級

８級

課長

次長

　　　　　　　　人

構成比

３級

５級

5

（注）１　徳島県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　（注） 平成１８年度から１１級制から９級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級を　

　 　　それぞれ統合）　　　　　

１級

0.052

１級

0.048
１級

0.009

２級

0.093
２級

0.092 ２級

0.064

３級

0.177

３級

0.198

３級

0.082

４級

0.294

４級

0.281

４級

0.152

５級

0.188

５級

0.189

５級

0.102

６級

0.155

６級

0.154

６級

0.222

７級

0.021

７級

0.021

７級

0.067

８級

0.013

８級

0.011

８級

0.264

９級

0.007
９級

0.006 ９級

0.023

１０級

0.009
１１級

0.006

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２１年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（２）昇給への勤務成績の反映状況

ア．勤務成績の評定の実施状況

イ．昇給への勤務成績の反映状況

　　 

　　　

　　　

４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

（２０年度支給割合） （２０年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当

－

徳　　　　　　　島　　　　　　県 国

1,866 千円　

 評定結果や内申に基づき５段階（極めて良好・特に良好・良好・やや良好でない・良好でない）の評価
を実施し、その評価結果に基づいて昇給区分（８号俸～０号俸）を決定。
平成２１年１月１日の昇給においては、特定職員で上位区分（８号俸）に決定された者が４．２％、標
準区分（３号俸（昇給抑制職員については２号俸））に決定された者が９５．８％、特定職員以外の職
員については、上位区分（８号俸）に決定された者が６．０％、標準区分（４号俸（昇給抑制職員につ
いては２号俸））に決定された者が９４．０％、下位区分（２号俸、０号俸）に決定された者が０．
０％であった。

１人当たり平均支給額（２０年度）

地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月１日を基準日として勤務成績の評定を実施。

6

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　　５～２０％ 　・役職加算　　５～２０％

　・管理職加算　　２３～２５％ 　・管理職加算　　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参　考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

ア．勤務成績の評定の実施状況

イ．勤勉手当への勤務成績の反映状況

3.0

（0.75 ）

3.0 1.5

地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月１日を基準日として勤務成績の評定を実施。

評定結果や内申に基づき３段階（特に優秀・優秀・不良）の評価を実施し、その評価結果に基づいて成
績率（121.5/100～74.5/100未満）を決定。
平成２０年１２月の勤勉手当において、特定幹部職員で上位区分（112/100）に決定された者が２．
５％、（105.5/100）に決定された者が８．６％、標準区分（92/100）に決定された者が８８．９％、特
定幹部職員以外の職員については、上位区分（93/100）に決定された者が１．２％、（87.5/100）に決
定された者が２．０％、（82.5/100）に決定された者が８．６％、標準区分（72/100）に決定された者
が８８．３％であった。

（　1.6  ）

1.5

（　1.6  ） （0.75 ）
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（２）退職手当（２１年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～２０％加算） （２％～２０％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２０年度に退職した職員に支給された平均額である。

（３）地域手当

(２１年４月１日現在）

人 ％ ％

人 ％ ％

支給実績（２０年度決算）

千円

17

558

14

24

30.55

17

支給率

千円

59.28

33.5

47.5

41.34

国の制度（支給率）

54,668

（支給率）　　　　　　　自己都合　  　    勧奨・定年

国

59.28

23.530.55

59.28

大阪府大阪市 1416

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

支給対象職員数

（支給率）　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

41.34

徳　　　　　　　島　　　　　　県

47.5

33.5

23.5

59.28

3,290 27,942

支給対象地域

東京都特別区

59.28 59.28

7

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

％ ％

（注）「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で

　　支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。   

(２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

 （注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度                                                                          

　　　から支給率を段階的に引き上げることとしている。                 

医師 15

県内全市町村 0

14

0.1

東京都特別区

県内全市町村

2

3

3

18

3

18

34

12

香川県高松市

大阪府大阪市 15

愛知県名古屋市 2

14

12

支給率

大阪府大阪市

香川県高松市 3

14

14

16

平　均　支　給　率

0

15

12

15

愛知県名古屋市

0

12,655

支給対象地域

0

国の制度（支給率）

0.1

医師

12
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（４）特殊勤務手当（２１年４月１日現在）

職員全体に占める手当支給職員の割合（２０年度）

手当の名称 左記職員に対する支給単価

44

千円

千円75

支給対象

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

支給実績（２０年度決算）

感染症防疫等作業手当

手当の種類（手当数）

　％51.7

税務特殊勤務手当 (1)納税義務者、滞納者等を訪問して行う県税の賦課徴収の業務に従事したとき
(2)県税の賦課徴収又は国税犯則取締法に関する業務に専ら従事したとき

(1)日　額　　　730円
(2)月　額　23,400円

496,022

日　額　　　310円

放射線取扱手当 放射線に関する業務に従事したとき

防疫作業に従事する職員又は保健所若しくは診療所に勤務する職員が、次に掲げ
る作業又は業務に主として従事したとき
(1)感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護の業務又は感染症の病
原体に汚染された物件等の処理作業
(2)家畜伝染病の病原体を有する家畜等に対する防疫作業
(3)感染症の患者の診療、看護若しくは入院のための移送の業務又は感染症の病
原体に汚染された物件等の処理作業
(4)保健所に勤務する保健師が行う感染症又は結核の患者に対する面接療養指導
の業務

日　額　　　350円

漁業取締業務手当

精神保健福祉業務手当 (1)精神保健指定医である職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27
条第1項若しくは第2項又は第29条の2第1項の規定による診察を行ったとき
(2)法第27条第1項の規定による精神障害者又はその疑いのある者の居住する家庭

(1)日　額　　　400円
(2)日　額       400円
(3)日　額       400円

社会福祉業務手当 (1)要保護者等を訪問して行う指導、相談又は調査に関する業務に従事したとき
(2)福祉に関する業務に専ら従事したとき

日　額　　　370円

(1)日　額　　　640円
(2)月　額　12,800円

取締船による漁業取締りに従事した場合又は漁業監督吏員が取締船に乗船しない
で漁業取締りに従事したとき
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(2)法第27条第1項の規定による精神障害者又はその疑いのある者の居住する家庭
を訪問して調査業務に従事したとき
(3)(1)に規定する精神保健指定医の診察に立ち会ったとき
(4)法第29条の2の2第1項又は第34条の規定により精神障害者を病院に移送したと
き
(5)法第47条第1項に規定する相談および指導の業務に従事したとき

(3)日　額       400円
(4)日　額       590円
(5)日　額       400円

月額　給料月額の100分の
10
(管理職手当を支給される職
員にあっては、100分の3)

職業訓練手当

日　額　　　300円

有害物取扱手当 (1)有害物を使用して､健康を害するおそれがあると認められる程度の試験､研究又
は検査の作業に従事したとき
(2)保健所の薬剤師が感染症等の病原体の検索又は培養検査の業務に従事したと
き

日　額　　　340円

爆発物等取扱手当 (1)火薬類取締法又は高圧ガス保安法の規定による保安検査、立入検査、自主検査
の立会い又は災害調査の作業に従事したとき
(2)計量法の規定による液化石油ガスメーターに係る検定若しくは立入検査又はク
レーンを使用して行う特定計量器に係る検定若しくは検査の作業に従事したとき
(3)爆薬を使用して行う破壊の作業に従事したとき

職業能力開発校に勤務する職業訓練指導員が職業訓練に従事したとき

日　額　　　970円

環境衛生検査等業務手当 (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による一般廃棄物処理施設等に関
する立入検査等の業務に従事したとき
(2)浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査の業務に従事したとき
(3)廃棄物処理施設又は浄化槽から排出される汚水の検査の業務に従事したとき
(4)人体から排出されるふん便の集団的検査の業務に従事したとき

日　額　　　310円

用地取得等交渉業務手当 土地の取得等に関し権利者との間において現地で行われる交渉業務に従事したと
き

日　額　　　970円

消防訓練業務手当 火災防御訓練又は救助訓練の実技指導の業務に従事したとき 日　額　　　470円

廃棄物等現場指導業務手
当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による産業廃棄物処理施設等に関す
る立入検査等の業務に従事したとき、又は不法投棄等の取締りのため現地におい
て指導若しくは監督を行う業務に従事したとき

日　額　　　300円

道路等管理業務手当 (1)道路、河川、海岸、港湾等の管理に関する法令違反若しくは砂利採取若しくは採
石に関する法令違反の取締り業務又は道路、河川、国有財産等の境界確定に関す
る交渉業務に現地において従事したとき
(2)徳島県港湾施設管理条例第8条の規定による使用料の徴収業務に現地におい
て従事したとき

日　額　　　970円

特殊自動車等運転作業手
当

道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる大型特殊自動車又は小型特殊自動車
の運転作業に従事したとき
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巡回監視　日　額　　　680円
応急作業　日　額　　　990円

公害防止業務手当 (1)大気汚染防止法第26条第1項の規定によるばい煙発生施設、ばい煙処理施設、
特定施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定工事に係る建築物そ
の他の物件の立入検査の業務に従事したとき
(2)水質汚濁防止法第22条第1項の規定による特定施設その他の物件の立入検査
の業務に従事したとき
(3)ダイオキシン類対策特別措置法第34条第1項の規定による特定施設その他の物
件の立入検査の業務に従事したとき

日　額　　　310円

(1)豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがあ
る河川の堤防等において行う巡回監視又は当該河川の堤防等における重大な災害
の発生した個所若しくは発生するおそれの著しい個所で行う応急作業に従事したと
き
(2)豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生したため、若しくは発生するおそ
れがあるため道路法第46条第1項第1号の規定により通行が禁止されている区間内
の道路若しくはその周辺において行う巡回監視又は当該道路若しくはその周辺に
おける重大な災害の発生した個所若しくは発生するおそれの著しい個所で行う応急
作業に従事したとき
(3)豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生した土地改良施設若しくは発生
するおそれがある土地改良施設において行う巡回監視又は当該土地改良施設に
おける重大な災害の発生した個所若しくは発生するおそれの著しい個所で行う応急
作業に従事したとき

公共土木施設災害応急作
業手当

1時間　　　1,900円

狂犬病予防等業務手当 (1)化製場等に関する法律第6条第1項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の
立入検査に従事したとき
(2)狂犬病予防法の規定による犬の捕獲、抑留、殺処分若しくは病性鑑定又はこう傷
犬の診断に従事したとき
(3)と畜場法第14条の規定による獣畜のとさつ又は解体に係る検査に従事したとき
(4)動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項若しくは第16条の規定による立
入検査､同法第18条第1項の規定による引取り又は同法第19条第2項の規定による
収容の業務に従事したとき
(5)徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の規定による飼い犬の捕獲、収容又
は殺処分に従事したとき

日　額　　　910円

航空機搭乗業務手当 航空機に搭乗し、大気又は海洋の汚染状況の調査、災害時における救助活動等の
業務に従事したとき
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考査手当 県立の中学校又は高等学校の教育職員が、県立の中学校又は高等学校の入学考
査の結果処理のための勤務に従事したとき

は殺処分に従事したとき

(1)日　額      450円
(2)日　額　　 450円
(3)日　額      450円
(4) 潜水深度
　10メートルまで1時間 310
円
　20メートルまで1時間 550
円
　30メートルまで1時間 780
円
　30メートル超 1時間1,500
円
(5)日　額　　　450円
(6)日　額      300円
(7)日　額      650円
(8)日　額      450円

家畜管理業務手当 家畜の飼養等の管理業務に従事したとき 日　額　　　390円

特殊現場作業手当 (1)地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な個所において、測量、調査、
指導監督に従事したとき
(2)橋脚の基礎工事その他港湾、河川等におけるこれに類する工事において、水面
下4メートル以上の深所で行う調査又は指導監督に従事したとき
(3)トンネルの坑内でトンネル掘り作業の指導監督に従事したとき
(4)潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき
(5)交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業、測量の作業に従事したとき
(6)ビニールハウス又はガラスハウス内において、試験研究又は学生の実習に係る作
業に1日につき2時間以上従事したとき
(7)洪水警戒体制時のダム管理業務に従事したとき
(8)海上にある異形ブロック等の足場の不安定な個所における検査、指導監督若しく
は調査の作業又は水上における流木の除去等の業務に従事したとき
(9)調査又は研究のため船舶に乗り込み､採水､採泥等の作業に従事したとき
(10)崩壊、転落等の危険性のある急傾斜地等における現場調査若しくは検査業務、
工事用重機が稼動している現場における指導監督業務に従事したとき

日　額　　　380円徳島県立徳島科学技術高等学校の学校職員が、漁業実習のため海上で勤務した
とき

(1)日　額　　　350円
(2)日　額　　　290円

昼夜間勤務手当 (1)夜間の定時制課程以外の課程(以下「昼間部」という)の勤務を本務とする教育職
員が夜間の定時制課程(以下「夜間部」という)の授業又はその補助を行ったとき
(2)夜間部の勤務を本務とする教育職員が昼間部の授業又はその補助を行ったとき
(3)夜間部の事務又はその補助に従事する普通職員

(1)1時間　　　600円
(2)1時間　     600円
(3)日　額 　    700円

沖合手当

小学校又は中学校の2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級を担当す
る教育職員(管理職手当を受ける教育職員を除く)が、当該学級における授業又は
指導に従事したとき
(1)3の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導
(2)2の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導

多学年学級担当手当

1時間　　　220円
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日　額　　　300円

教育業務連絡調整手当 小学校､中学校､高等学校又は特別支援学校の教諭のうち教務主任､学年主任その
他の主任等で､困難な職務を担当する教諭が､当該担当に係る業務に従事したとき

特殊業務手当 小学校､中学校､高等学校又は特別支援学校の教育職員で職務の級が小学校中学
校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の1級又は2級のものが､次に掲げ
る業務に従事した場合において､その業務が心身に著しい負担を与える程度に及
ぶとき
(1)学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
　①非常災害時における児童(幼児を含む。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災
若しくは復旧の業務
　②児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
　③児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2)修学旅行、林間・臨海学校等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で
泊を伴うもの
(3)対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うも
の、又は週休日若しくは休日若しくは休日の代休日に行うもの
(4)学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に対する指導業
務で週休日若しくは休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が３時間
４５分もしくは４時間である日に行うもの

(1)①日　額　　　6,400円
　　　（甚大災害　12,800円）
  　②日　額　　　6,000円
　　③日　額　　　6,000円
(2)日　額　　　3,400円
(3)日　額       3,400円以内
(4)日　額    　2,400円以内

日　額　　　200円

温室内作業手当 高等学校設置基準第6条第2項に規定する農業に関する学科を置く高等学校に勤
務する学校職員がビニールハウス又はガラスハウス内において、生徒の実習に係る
作業に1日につき2時間以上従事したとき

(1)日　額　　　560円
(2)①日　額　　　1,640円

潜水手当 徳島県立徳島科学技術高等学校の学校職員が潜水器具を着用して潜水作業に従
事したとき
潜水深度
(1)１０メートルまで
(2)２０メートルまで
(3)３０メートルまで
(4)３０メートルを超える場合

(1)1時間　　　310円
(2)1時間       550円
(3)1時間　     780円
(4)1時間　　1,500円

犯罪捜査作業手当 警察職員が次に掲げる作業に従事したとき
(1)主として犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕に従事する私服員たる警察
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警ら作業手当

少年補導手当 警察職員が主として少年の補導作業に従事したとき

警察職員が警察署において留置場の看守業務に従事したとき看守手当

(2)①日　額　　　1,640円
　  ②日　額　　　1,100円
　  ③日　額       1,100円
　  ④日　額　　　　 820円
　  ⑤日　額　　　　 820円

(1)主として犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕に従事する私服員たる警察
職員が行う作業
(2)銃器に係る犯罪の犯人の逮捕等の作業で次のいずれかに該当するもの
①銃器又は銃器と考えられる物が使用されている犯罪現場における犯人の逮捕、
人質の救出又は犯人の説得の作業
②銃器を使用した犯人又は銃器を所持する犯人の逮捕の作業
③①に掲げる作業に付随して行われる固定配置による警戒の作業
④②に掲げる作業に付随して行われる固定配置による警戒の作業
⑤銃器が使用された暴力団の対立抗争事件に係る暴力団の事務所等の直近にお
ける固定配置による警戒作業

日　額　　　560円

犯罪鑑識作業手当 警察職員が、指紋、手口若しくは写真を利用し、又は理化学、法医学若しくは銃器
弾薬類の知識を利用して、次に掲げる作業に従事したとき
(1)主として犯罪現場において行う犯罪鑑識作業
(2)(1)以外の犯罪鑑識作業

(1)日　額　　　560円
(2)日　額       280円

交通捜査作業手当 警察職員（特殊自動車運転作業手当の支給を受ける警察職員を除く）が主として交
通の指導取締り、交通事故の処理の作業又は交通事故事件の捜査作業に従事し
たとき

日　額　　　160円

特殊自動車運転作業手当 (1)日　額　　　560円
(2)日　額　　　560円
(3)日　額　　　420円

通信指令作業手当

警察職員が次に掲げる作業に従事したとき
(1)高速自動車国道又は自動車専用道路において高速道路交通警察隊に所属する
警察職員が行う交通取締用自動車の運転作業
(2)交通取締用大型自動二輪車の運転作業
(3)交通取締用自動車その他特殊自動車の運転作業（（２）の作業を除く）

警察職員が主として通信指令作業に従事したとき

刑事調査官の職にある警察
職員　1体　　　3,200円
その他の警察職員
(1)1体　　　3,200円
(2)1体 　   2,200円

術科指導手当 日　額　　　300円

警察職員が次に掲げる作業に従事したとき
(1)死体の解剖の立会い又は補助の作業
(2)死体の収容又は検視の作業

夜間特殊業務手当

死体処理手当

日　額　　　290円

交替制勤務に服する警察職員が正規の勤務時間による勤務の一部が深夜(午後10
時から翌日の午前5時前の間)において行われる警ら、警戒、犯罪の捜査、交通の指
導取締り又は留置場の看守の業務に２時間以上従事したとき

勤務１回につき650円

警察職員が警ら活動その他の地域警察活動の作業に従事したとき

日　額　　　350円

警察職員が柔道、剣道等の術科指導に従事したとき

日　額　　　300円

10



警察職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したとき
(1)航空機乗組員として行う業務
(2)操縦練習又は教育訓練
(3)捜索救難、犯罪捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取締り

（航空機搭乗業務手当）

（潜水手当）

災害警備等手当

爆発物処理等手当 警察職員が、次に掲げる業務に従事したとき
(1)爆発物容疑物件の処理作業
(2)特殊危険物質(サリン及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物
質をいう。)又はその疑いのある物質の処理作業
(3)特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業((2)に掲げる作
業を除く)
(4)特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で当該物質が発生す
るおそれがある作業
(5)火薬類取締法又は高圧ガス保安法の規定による立入検査又は災害調査の作業

(1)爆発物容疑物件一個に
つき　　　5,200円
(2)日　額　 5,200円
(3)日　額      250円
(4)日　額 　   460円
(5)日　額 　   300円

緊急呼出手当 警察職員が、突発的に発生した事件又は事故の処理作業に従事するため職務に
専念する義務がない時間に緊急の呼出しを受け、正規の勤務時間外である夜間
（午後9時から翌日の午前5時までの間）において、当該作業に従事したとき

1　回　　　1,240円
(作業に従事した時間が3時
間未満の場合620円)

操縦士
　公安職給料表6級以上の
者
　　　1時間　　　5,100円
　公安職給料表5級以下の
者
       1時間　　　3,600円
整備士　1時間　　　2,200円
その他の警察職員
       1時間　　　1,900円

警察職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき

日　額　　　840円

1時間　　　550円

警察職員が異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又
はその周辺において次に掲げる作業に従事したとき
(1)都道府県警察に災害警備本部が設置された場合又は相当多数の死傷者のある
災害が発生した場合における災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若
しくは保守、鑑識作業又はこれらに相当する作業（引き続き２日以上従事した場合に
限る）
(2)著しく危険な人命救助の作業

11

（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（６）その他の手当（２１年４月１日現在）

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

管理又は監督の地位にある職員に支給

2,084,581

1,891,732

985,310 千円

国の制度と
異なる内容

168

73,568

177

（潜水手当）

支給実績（２０年度決算）

支給職員１人当たり

支給実績（１９年度決算）

警護等手当 警察職員が天皇若しくは皇族等の身辺の警衛又は警護の業務に従事したとき

初任給調整
手当

次の職に新たに採用された職員に対して、その額を
超えない範囲内で１年を経過するごとにその額を減じ
て支給
・医療職給料表（一）の適用を受ける職員の職のうち
採用による欠員の補充が困難であると認められる職
月額306,900円
・獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用
による欠員の補充が困難であると認められる職
月額30,000円
・医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、か
つ、採用による欠員の補充が困難であると認めらる職
月額50,000円

管理職手当

（２０年度決算）

同じ

千円

日　額　　　640円

支給実績

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価
国の制

度との異
同

支給対象に
獣医師を含め
ている。

異なる

680

平均支給年額

（２０年度決算）

千円

1,206 千円
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同じ

通勤手当

・通勤のため、交通機関等を利用しその運賃等を負
担することを常例とする職員に支給
定期券（６箇月を超えない範囲内で最も長い期間のも
の）の価格。（全額支給限度額48,500円　最高支給限
度額56,500円）
・通勤のため、自動車等を使用することを常例とする
職員に支給
片道の使用距離に応じ37,500円まで（54㎞以上は、
距離に応じ加算）
・通勤のため、特別急行列車等を利用しその特別料
金等を負担することを常例とする職員に支給
特別料金等の２分の１の額(最高支給限度額28,000
円)

公署を異にする異動等に伴い住居を移転し、やむを

647,389 千円

1,527,318

異なる

1,223,022異なる

・交通機関等
利用の場合
の全額支給
限度額
・自動車等使
用の場合の
手当単価
・特別料金加
算の限度額

住居手当

・自ら居住するための住宅を借り受け、月額12,000円
を超える家賃を支払っている職員に支給
基礎控除額12,000円　最高支給限度額27,000円（単
身赴任手当受給者の配偶者等が居住する場合は、
職員本人が居住する場合の手当額の１/２）
・その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主
であるものに支給
3,500円（単身赴任手当受給者の配偶者等が居住す
る場合は1,700円）

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
（ア）配偶者　13,000円
（イ）配偶者以外　6,500円
・職員に配偶者がない場合そのうち１人につき11,000
円
・満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの間にある
子１人につき5,000円を加算

その所有に
係る住宅に居
住している場
合の支給単
価等

千円

千円

231 千円

千円110

千円115

12

管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の
必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝
日法による休日等に勤務した場合に支給
・勤務１回につき　12,000円を超えない範囲内の額

同じ

単身赴任手
当

公署を異にする異動等に伴い住居を移転し、やむを
得ない事情により同居していた配偶者と別居すること
となった職員で、通勤が困難であると認められるもの
のうち、単身で生活することを常況とする職員等に支
給
・月額23,000円＋加算額（45,000円を超えない範囲
内）

特地勤務手
当

千円

同じ

345 千円

千円

10,856

離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署
に勤務する職員に支給
・（給料＋扶養手当）×支給割合（20/100を超えない
範囲内）

同じ

同じ
管理職員特
別勤務手当

休日において、正規の勤務時間中に勤務することを
命ぜられた職員に支給
・（正規の勤務時間内に勤務した全時間）×（勤務１時
間当たりの給与額）×支給割合（125/100～150/100）

休日給 32 千円

7 千円

45,192

時間外勤務手当に含む

0

25,140

夜勤手当

災害派遣手
当

正規の勤務時間として深夜（午後１０時から翌日の午
前５時までの間）に勤務することを命ぜられた職員に
支給
・（深夜勤務時間数）×（勤務１時間当たりの給与額）
×25/100

災害対策基本法第３２条第１項に規定する職員で住
所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要
するものに支給
・１日につき　6,620円を超えない範囲内の額

千円

同じ

農林漁業普
及指導手当

農業改良助長法第８条第１項に規定する普及指導
員、森林法第１８７条第１項に規定する林業普及指導
員又は沿岸漁業等の改良普及に関する業務に従事
する職員に支給
・給料月額×支給割合（12/100を超えない範囲内）

千円

117,682 千円

363,937

千円

0千円

348 千円

251 千円
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1,206,781 千円

へき地手当
へき地学校等に勤務する学校職員に支給
・（給料＋扶養手当）×支給割合（20/100を超えない
範囲内）

定時制通信
教育手当

高等学校で、定時制の課程を置くもの又は通信教育
を行うものの校長、教頭及び教員に支給
・給料月額×10/100（管理職手当を受ける者につい
ては、8/100を超えない範囲内の割合）

産業教育手
当

教育職員のうち、農業、水産又は工業に関する課程
を置く高等学校の教頭、教諭、助教諭又は講師で高
等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産
実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の
免許状を有する者が、当該農業、水産又は工業に関
する課程において、実習を伴う農業、水産又は工業に
関する科目を主として担任する場合に支給
・給料月額の10/100に相当する額を超えない範囲内
の額

義務教育等
教員特別手
当

・義務教育諸学校（学校教育法に規定する小学校、
中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部を
いう。）に勤務する教育職員に支給
・学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校
の高等部若しくは幼稚部に勤務する教育職員につい
ては、前掲の教育職員との権衡上必要と認められる
範囲内において支給
月額15,900円を超えない範囲内の額

千円

175,795 千円

93,301

千円

440 千円

千円168

千円50,156

千円538

432

13

５　特別職の報酬等の状況（２１年４月１日現在）

円 （ 円　） （２５％減額　H19.11月～H23.3月）

円 （ 円　） （１８％減額　H19.11月～H23.3月）

円 （ 円　） （７万５千円減額 H19.11月～H23.3月）

円 （ 円　） （５万円減額 H19.11月～H23.3月）

円 （ 円　） （５万円減額 H19.11月～H23.3月）

月分

月分

　　（算定方式） 　（１期の手当額） 　（支給時期）

円 任期毎

円 任期毎

　支給率については、平成21年12月17日施行。平成21年4月1日時点の支給率は、知事70/100、副知事45/100。

　　　(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                          

　　 　　　　　なお、平成１９年１１月からは、知事、副知事の期末手当についても、減額後の額を基礎として支給している。

　　 　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、現在の支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における

 　            退職手当の見込額である。

950,000

810,000

31,200,000

議　　　　　　　 員

議　　　　　　　 員

860,000

19,008,000

議　　　　　　　 長

副　　　議　　　長

知　　　　　　　 事

知　　　　　　　 事

議　　　　　　　 長

副　　　知　　　事

副　　　知　　　事

知　　　　　　　 事

区　　　分

給
料 副　　　知　　　事

備　　　　　考

報
酬

退
職
手
当

副　　　議　　　長

99万円×在職月数×40/100

760,000

130万円×在職月数×50/100

3.3期
末
手
当

　　（２０年度支給割合）

3.3

　　（２０年度支給割合）

810,000

給　　　　　　　　料　　　　　　　　月　　　　　　　　額　　　　　　　　等

975,000

811,800

1,300,000

990,000

875,000
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６　職員数の状況

(1)部門別職員数の状況と主な増減理由

(各年４月１日現在）

特政
別部
行門

教育

警察

労働

総務企画

税務

▲ 1

警察官の欠員補充

▲ 2

▲ 21

児童生徒数の減少による減員

▲ 84

総務事務の集約化による減

443

平成20年

▲ 91

（参考：人口10万人当たり職員数４１７．８２人） 

▲ 7

▲ 49

▲ 6

▲ 32

主な増減理由

土木

公共事業関係職員の減

158

263

437

270

農林水産

平成21年

18

▲ 5147

031

一
般
行
政
部
門

普

通

会

計

部

門

商工

計

衛生

民生

小　　計 12,734

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

対前年
増減数

152

職　　　　　　員　　　　　　数

31

624

議会

（参考：人口10万人当たり職員数１５９０．１１人） ▲ 196

606

159

12,930

782

3,346

833

73

882

814

1,837

7,663 7,572

3,430

1,816

71

14

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

[ １５,１２１　］ [ １５,１２１　］

13,874

13

▲ 187

9

▲ 4115

13,687

その他

小　　計

小　　計

合　　計

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

病院

953

12,734 （参考：人口10万人当たり職員数１５９０．１１人） ▲ 196

[ ０ ］

（参考：人口10万人当たり職員数１７０９．１１人） 

119

944

12,930

825 838
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(2)年齢別職員構成の状況（２１年４月１日現在）

　

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成

比

%

15

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）定員適正化計画における定員管理の数値目標（数・率）

2,0491,001

県全体職員数を14,454人から4.6％の削減に務める
（集中改革プラン）。また、一般行政部門については、
「徳島未来想像プラン」により、将来的に3,000人体制
を目指す。なお、当面は、平成19年4月～平成23年4
月の4年間で「200人以上」の削減を実施することを目
標としている。

数値目標

2,254

人

純減率

▲ 4.6

1,681

人人

667

人

純減数

平 成 17 年 4 月 1 日 平 成 22 年 4 月 1 日

計画期間

始　期 終　期

14,454 13,787

～

1,831249 669
職員数

27

人人

1,507

人 人

1,278

人 人

職員数

平成17年4月1日 平成22年4月1日

職員数

31歳

24歳

35歳 39歳

～

23歳 27歳

～

未満

～

20歳 20歳

区　分

～

32歳 36歳

～

以上

～

59歳

52歳44歳

～

43歳 55歳

56歳

47歳 51歳

計

40歳 48歳

～

13,687

60歳

人 人

～

251,116

人

28歳

15



②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。

      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   

  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

                                   

898

33（0.0％） ▲22（▲2.4％）

― 13,787

▲667（▲4.6％）

▲223（▲6.0％）

― 9,409

▲443（105.0％） ▲422（▲4.3％）

▲357（160.1％）

13,874

▲767（115.0％）

―

▲ 76 ▲ 131

9,500

▲ 112▲ 169

944

10

9,669

計

―3,561一般行政 職員数 3,703 3,637

計画始期 １年目

▲ 124

14,174

▲ 90

等 会 計

▲ 156

増　減 14

計
職員数 14,454 14,330

増　減

増　減 ▲ 66

公 営 企 業 職員数 920 934

特別行政 職員数 9,831 9,759

増　減 ▲ 72

１８年 ２０年

２年目

１７年　　　　　　　　　区　　分

部　　門

１９年 17年～21年 （参考）

数値目標３年目

２１年

４年目

03,430 3,346

953

9

▲ 84

9,388

944

0

▲ 300

13,687

▲ 187

1616



７　公営企業職員の状況

（１）電気事業

  　①　職員給与費の状況

     （ア）　決算

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、２１年３月３１日現在の人数である。

（イ）　 特記事項

　本県の財政の健全化に資するため、職員の給料月額、管理職手当等を次のとおり減額しています。

6,566 7,00591 338,396 107,018 152,054 597,468

給与費 B/A 一人当たり給与費

２０年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

36.2

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）都道府県平均

2,198,236 360,632 809,413

　　　　　　Ｂ／Ａ

36.8

める職員給与費比率

２０年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

純損益又は実

Ａ  Ｂ　

総費用に占める職員給与費 　（参考）

　質収支 職員給与費比率 １９年度の総費用に占

区　　分 総費用
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　本県の財政の健全化に資するため、職員の給料月額、管理職手当等を次のとおり減額しています。

平成１６年４月１日～平成１９年３月３１日 管理職手当を約１０％減率

平成１９年４月１日～平成１９年１２月３１日 管理職手当を１０％減額

平成２０年１月１日～平成２３年３月３１日 給料を７％～１０％減額

管理職手当を１５％減額

　 　

　

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（２１年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

　　　　　　区　　分

事　　業　　者 － －

43.7 365,040 583,480

徳　　島　　県 42.1 327,248 536,447

団  体  平  均

平　均　年　齢 基本給 平均月収額
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③　職員の手当の状況

 （ア）　期末手当・勤勉手当

（20年度支給割合） （20年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　　５～２０％ 　・役職加算　　５～２０％

　・管理職加算　　２３～２５％ 　・管理職加算　　２３～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（イ）　退職手当（２１年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

徳　　　　　島　　　　　県 徳島県　（一般行政職）

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

23.5 30.55 23.5 30.55

3.0 1.5 3.0 1.5

（　1.6  ） （0.75 ） （　1.6  ） （0.75 ）

徳　　　　　島　　　　　県 徳島県　（一般行政職）

１人当たり平均支給額（２０年度） １人当たり平均支給額（２０年度）

1,671 千円　 1,866 千円　
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勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～２０％加算） （２％～２０％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２０年度に退職した職員に支給された平均額である。

（ウ）　地域手当（２１年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

 　（２２年度の制度完成時）

％ ％

　 （注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から                                                                          

　　　支給率を段階的に引き上げることとしている。                 

県内全市町村 0 0

県内全市町村 0 89 0

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（２０年度決算） 692

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 692

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

59.28 59.28 59.28 59.28

千円 27,9420 千円 27,199 3,290

33.5 41.34 33.5 41.34

47.5 59.28 47.5 59.28

23.5 30.55 23.5 30.55
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（エ）　特殊勤務手当（２１年４月１日現在）

（オ）　時間外勤務手当

千円支給実績（２０年度決算） 27,847

特殊自動車等運転作業手
当

総合管理事務所等に勤務する職員が道路運送車両法施行規則別表第１に掲げる
大型特殊自動車又は小型特殊自動車の運転作業に従事したとき

日　額　　　300円

ダム管理責任業務手当 河川法第５０条第１項に規定する管理主任技術者が、洪水時、洪水警戒時及び予
備警戒時に主任技術者としての業務に従事したとき

日　額　　　600円

発電給水業務手当 (1)電気事業及び工業用水道事業に係る業務に従事したとき
(2)総合管理事務所に勤務する技術系職員が電気事業及び工業用水道事業に係る
業務に専ら従事したとき

(1)日　額　　  650円
(2)月　額　13,000円

用地取得等交渉業務手当 総合管理事務所等に勤務する職員が土地の取得等に関し権利者との間において
現地で行われる業務に従事したとき

日　額　　　970円

危険作業手当 総合管理事務所等に勤務する職員が特に危険を伴うおそれのある特殊な作業に従
事したとき

１時間　　　１００円～１７０円

交替勤務手当 総合管理事務所に勤務する職員が交替勤務に従事したとき 超過勤務手当相当額×
(10/100～30/100)

手当の種類（手当数） 6

手当の名称 支給対象 左記職員に対する支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 229 千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２０年度） 62.6 　％

支給実績（２０年度決算） 13,063 千円
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千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

（カ）　その他の手当（２１年４月１日現在）

千円

千円

千円

千円

千円

住居手当

・自ら居住するための住宅を借り受け、月額12,000円
を超える家賃を支払っている職員に支給
基礎控除額12,000円　最高支給限度額27,000円（単
身赴任手当受給者の配偶者等が居住する場合は、
職員本人が居住する場合の手当額の１/２）
・その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主
であるものに支給
3,500円（単身赴任手当受給者の配偶者等が居住す
る場合は1,700円）

同じ 5,098 96 千円

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
（ア）配偶者　13,000円
（イ）配偶者以外　6,500円
・職員に配偶者がない場合そのうち１人につき11,000
円
・満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの間にある
子１人につき5,000円を加算

同じ 14,678 241

877 千円

初任給調整
手当

専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充
が困難であると認められる職に新たに採用された職員
に支給　月額2,500円

同じ 0 0 千円

支給実績
支給職員１人当たり

平均支給年額

（２０年度決算） （２０年度決算）

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に支給 同じ 9,647

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算） 356

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異な

る内容

支給実績（２０年度決算） 27,847

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 348

支給実績（１９年度決算） 29,202
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千円

千円

千円

千円

千円宿日直手当
宿直又は日直の勤務に従事したときに支給

同じ 2,264 81

千円

夜間勤務手
当

正規の勤務時間として深夜（午後１０時から翌日の午
前５時までの間）に勤務することを命ぜられた職員に
支給
・（深夜勤務時間数）×（勤務１時間当たりの給与額）
×25/100

同じ 142 36 千円

特地勤務手
当

離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署
に勤務する職員に支給
・（給料＋扶養手当）×8/100

同じ 8,766 417

千円

単身赴任手
当

公署を異にする異動等に伴い住居を移転し、やむを
得ない事情により同居していた配偶者と別居すること
となった職員で、通勤が困難であると認められるもの
のうち、単身で生活することを常況とする職員等に支
給
・月額23,000円＋加算額（45,000円を超えない範囲
内）

同じ 1,932 276 千円

通勤手当

・通勤のため、交通機関等を利用しその運賃等を負
担することを常例とする職員に支給
定期券（６箇月を超えない範囲内で最も長い期間のも
の）の価格。（全額支給限度額48,500円　最高支給限
度額56,500円）
・通勤のため、自動車等を使用することを常例とする
職員に支給
片道の使用距離に応じ37,500円まで（54㎞以上は距
離に応じ加算）
・通勤のため、特別急行列車等を利用しその特別料
金等を負担することを常例とする職員に支給
特別料金等の２分の１の額(最高支給限度額28,000
円)

同じ 7,075 116
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千円

千円

千円

④定員管理の数値目標及び進捗状況

 ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

→６（３）②　「公営企業等会計」　部門を参照

 イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

→６（３）②　「公営企業等会計」　部門を参照

0 0 千円
災害派遣手
当

災害対策基本法第３２条第１項に規定する職員で住
所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要
するものに支給
・１日につき　6,620円を超えない範囲内の額

同じ

千円

管理職員特
別勤務手当

管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の
必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝
日法による休日等に勤務した場合に支給
・勤務１回につき　12,000円を超えない範囲内の額

同じ 88 8 千円

宿日直手当
宿直又は日直の勤務に従事したときに支給
・予算の範囲内で定める額

同じ 2,264 81
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（２）工業用水道事業

  　①　職員給与費の状況

     （ア）　決算

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、２１年３月３１日現在の人数である。

（イ）　 特記事項

　本県の財政の健全化に資するため、職員の給料月額、管理職手当等を次のとおり減額しています。

平成１６年４月１日～平成１９年３月３１日 管理職手当を約１０％減率

5,918 7,025

千円

20 69,259 18,513 30,586 118,358

区　　分

２０年度 人 千円

期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 一人当たり給与費　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

　　　　　千円 千円 千円

給与費 B/A

千円

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

％ ％

17.5 19.2

（参考）都道府県平均

２０年度 　　　　千円 千円　 千円　

854,973 227,330 149,635

Ａ  Ｂ　

　質収支 職員給与費比率 １９年度の総費用に占

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

区　　分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める 　（参考）
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平成１６年４月１日～平成１９年３月３１日 管理職手当を約１０％減率

平成１９年４月１日～平成１９年１２月３１日 管理職手当を１０％減額

平成２０年１月１日～平成２３年３月３１日 給料を７％～１０％減額

管理職手当を１５％減額

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（２１年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

団  体  平  均 44.8 374,020 585,430

徳　　島　　県 40.1 311,865 498,971

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額
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③　職員の手当の状況

 （ア）　期末手当・勤勉手当

（20年度支給割合） （20年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　　５～２０％ 　・役職加算　　５～２０％

　・管理職加算　　２３～２５％ 　・管理職加算　　２３～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（イ）　退職手当（２１年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

徳　　　　　島　　　　　県 徳島県　（一般行政職）

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

23.5 30.55 23.5 30.55

3.0 1.5 3.0 1.5

（　1.6  ） （0.75 ） （　1.6  ） （0.75 ）

１人当たり平均支給額（２０年度） １人当たり平均支給額（２０年度）

1,529 千円　 1,866 千円　

徳　　　　　島　　　　　県 徳島県　（一般行政職）
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勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～２０％加算） （２％～２０％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２０年度に退職した職員に支給された平均額である。

（ウ）　地域手当（２１年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

 　（２２年度の制度完成時）

％ ％

　 （注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から                                                                          

　　　支給率を段階的に引き上げることとしている。                 

県内全市町村 0 0

県内全市町村 0 20 0

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（２０年度決算） 0

0 千円 0 3,290

59.28 59.28 59.28 59.28

千円 27,942

33.5 41.34 33.5 41.34

47.5 59.28 47.5 59.28

23.5 30.55 23.5 30.55
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（エ）　特殊勤務手当（２１年４月１日現在）

（オ）　時間外勤務手当

千円

千円

千円支給実績（１９年度決算） 7,694

特殊自動車等運転作業手
当

総合管理事務所等に勤務する職員が道路運送車両法施行規則別表第１に掲げる
大型特殊自動車又は小型特殊自動車の運転作業に従事したとき

日　額　　　300円

支給実績（２０年度決算） 6,198

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 344

発電給水業務手当 (1)電気事業及び工業用水道事業に係る業務に従事したとき
(2)総合管理事務所に勤務する技術系職員が電気事業及び工業用水道事業に係る
業務に専ら従事したとき

(1)日　額　　  650円
(2)月　額　13,000円

用地取得等交渉業務手当 総合管理事務所等に勤務する職員が土地の取得等に関し権利者との間において
現地で行われる業務に従事したとき

日　額　　　970円

危険作業手当 総合管理事務所等に勤務する職員が特に危険を伴うおそれのある特殊な作業に従
事したとき

１時間　　　１００円～１７０円

交替勤務手当 総合管理事務所に勤務する職員が交替勤務に従事したとき 超過勤務手当相当額×
(10/100～30/100)

手当の種類（手当数） 5

手当の名称 支給対象 左記職員に対する支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 265 千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２０年度） 85.0 　％

支給実績（２０年度決算） 4,503 千円
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千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

（カ）　その他の手当（２１年４月１日現在）

千円

千円

千円

千円

千円

住居手当

・自ら居住するための住宅を借り受け、月額12,000円
を超える家賃を支払っている職員に支給
基礎控除額12,000円　最高支給限度額27,000円（単
身赴任手当受給者の配偶者等が居住する場合は、
職員本人が居住する場合の手当額の１/２）
・その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主
であるものに支給
3,500円（単身赴任手当受給者の配偶者等が居住す
る場合は1,700円）

同じ 1,695 154 千円

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
（ア）配偶者　13,000円
（イ）配偶者以外　6,500円
・職員に配偶者がない場合そのうち１人につき11,000
円
・満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの間にある
子１人につき5,000円を加算

同じ 2,921 325

819 千円

初任給調整
手当

専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充
が困難であると認められる職に新たに採用された職員
に支給　月額2,500円

同じ 0 0 千円

支給実績
支給職員１人当たり

平均支給年額

（２０年度決算） （２０年度決算）

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に支給 同じ 1,638

支給実績（１９年度決算） 7,694

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算） 453

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異な

る内容
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千円

千円

千円

千円

災害対策基本法第３２条第１項に規定する職員で住

58

正規の勤務時間として深夜（午後１０時から翌日の午
前５時までの間）に勤務することを命ぜられた職員に
支給
・（深夜勤務時間数）×（勤務１時間当たりの給与額）
×25/100

同じ 29 千円

管理職員特
別勤務手当

管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の
必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝
日法による休日等に勤務した場合に支給
・勤務１回につき　12,000円を超えない範囲内の額

同じ 12 6 千円

夜間勤務手
当

千円

単身赴任手
当

公署を異にする異動等に伴い住居を移転し、やむを
得ない事情により同居していた配偶者と別居すること
となった職員で、通勤が困難であると認められるもの
のうち、単身で生活することを常況とする職員等に支
給
・月額23,000円＋加算額（45,000円を超えない範囲
内）

同じ 0 0 千円

通勤手当

・通勤のため、交通機関等を利用しその運賃等を負
担することを常例とする職員に支給
定期券（６箇月を超えない範囲内で最も長い期間のも
の）の価格。（全額支給限度額48,500円　最高支給限
度額56,500円）
・通勤のため、自動車等を使用することを常例とする
職員に支給
片道の使用距離に応じ37,500円まで（54㎞以上は距
離に応じ加算）
・通勤のため、特別急行列車等を利用しその特別料
金等を負担することを常例とする職員に支給
特別料金等の２分の１の額(最高支給限度額28,000
円)

同じ 1,416 94
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千円

④定員管理の数値目標及び進捗状況

 ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

→６（３）②　「公営企業等会計」　部門を参照

 イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

→６（３）②　「公営企業等会計」　部門を参照

0 千円
災害派遣手
当

災害対策基本法第３２条第１項に規定する職員で住
所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要
するものに支給
・１日につき　6,620円を超えない範囲内の額

同じ 0
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（３）病院事業

  　①　職員給与費の状況

     （ア）　決算

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、２１年３月３１日現在の人数である。

（イ）　 特記事項

　本県の財政の健全化に資するため、職員の給料月額、管理職手当等を次のとおり減額しています。

平成１６年４月１日～平成１９年３月３１日 管理職手当を約１０％減率

　　　　　　Ａ 給与費 B/A給　 料 職員手当

区　　分 総費用 純利益 職員給与費 総費用に占める 　（参考）

Ａ  Ｂ　

職員給与費比率

％

１９年度の総費用に占

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

15,615,214 123,914 8,406,449

２０年度 千円　　　　　千円 千円　

一人当たり給与費

％

53.8 55.0

一人当たり （参考）都道府県平均

期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　千円 千円２０年度 人 千円 千円 千円 千円

843 3,064,560 1,453,314 1,343,485 5,861,359 6,953 7,431
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平成１６年４月１日～平成１９年３月３１日 管理職手当を約１０％減率

平成１９年４月１日～平成１９年１２月３１日 管理職手当を１０％減額

平成２０年１月１日～平成２３年３月３１日 給料を７％～１０％減額（医師を除く）

管理職手当を１５％減額

　

　 　

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（２１年４月１日現在）

（医師）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注） 徳島県、団体平均の平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいるが、事業者は含んでいない。

（看護師）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注） 徳島県、団体平均の平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいるが、事業者は含んでいない。

（事務）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

40.5 346,065

団　体　平　均

1,180,301

（医師については１０％減額）

団　体　平　均 43.6 370,038 599,833

事　　業　　者

団  体  平  均 43.3 547,077 1,288,854

37.5 309,579 504,403

事　　業　　者 46.7

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

徳　　島　　県 41.6 316,423 559,942

277,871 471,679徳　　島　　県 36.4

徳　　島　　県 45.0 577,977 1,325,875

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額
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③　職員の手当の状況

 （ア）　期末手当・勤勉手当

（２０年度支給割合） （２０年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　　５～２０％ 　・役職加算　　５～２０％

　・管理職加算　　２３～２５％ 　・管理職加算　　２３～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（イ）　退職手当（２１年４月１日現在）

1.5

（　1.6  ） （0.75 ） （　1.6  ） （0.75 ）

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

3.0 1.5 3.0

徳　　　　　島　　　　　県 徳島県　（一般行政職）

徳　　　　　島　　　　　県 徳島県　（一般行政職）

１人当たり平均支給額（２０年度） １人当たり平均支給額（２０年度）

1,628 千円　 1,866 千円　
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勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２０年度に退職した職員に支給された平均額である。

（ウ）　地域手当（２１年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

 　（２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％

　 （注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から                                                                          

　　　支給率を段階的に引き上げることとしている。                 

83,665

1,490 千円 24,516 3,290

県内全市町村

47.5 59.28 47.5 59.28

千円 27,942

23.5 30.55 23.5 30.55

33.5 41.34 33.5 41.34

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 837

支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

59.28 59.28 59.28 59.28

支給実績（２０年度決算）

104

0 734

14

0

支給対象地域

医師 14

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

県内全市町村 0 0

医師 15 15
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（エ）　特殊勤務手当（２１年４月１日現在）

医療等業務手当 (1)病院に勤務する助産師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、衛生検査
技師、診療放射線技師、診療エックス線技師等が、正規の勤務時間による勤務の全
部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われ
る看護等の業務又は救命救急センターにおける救急医療等に関する業務に従事し
たとき

死体処理手当 (1)病院に勤務する職員のうち医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員が
死体解剖の補助作業に従事したとき
(2)病院に勤務する職員のうち医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員が
死体の処理作業に従事したとき

(1)1体 　 2,500円
(2)1体　　　620円

放射線取扱手当 (1)月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が、100マイ
クロシーベルト以上であったことが、測定により認められた業務に従事したとき
(2)放射線機器を使用して、エックス線等を人体に対して照射する作業を行う際に従
事する診療又は介助若しくは介護の業務に従事したとき

(1)
Ⅰその勤務1回につき、次に
掲げる区分に応じて定める
額
①その勤務時間が深夜の全

職員全体に占める手当支給職員の割合（２０年度） 69.0

左記職員に対する支給単価手当の名称 支給対象

　％

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 307 千円

支給実績（２０年度決算） 174,560

手当の種類（手当数） 6

感染症防疫等作業手当 (1)感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合における感染症の患者若しく
は感染症の疑いのある患者の救護の業務又は感染症の病原体に汚染された物件
等の処理作業に従事したとき
(2)感染症の病原体に汚染されている区域における感染症の患者の診療、看護若し
くは入院のための移送の業務又は感染症の病原体に汚染された物件等の処理作
業に従事したとき

日　額　　　310円

日　額　　　350円
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（オ）　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算） 758

支給実績（２０年度決算） 496,637

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 643

支給実績（１９年度決算） 586,118

有害物取扱手当 (1)有害物を使用して､健康を害するおそれがあると認められる程度の試験､研究又
は検査の作業に従事したとき
(2)病院の薬剤師が管理者が定める調剤業務に従事したとき

日　額　　　340円

たとき
(2)病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、特に高度又は困難な看護業
務に従事したとき
(3)病院に勤務する薬剤師が入院患者に面接して服薬指導の業務に従事したとき
(4)病院に勤務する医師等が、正規の勤務時間以外の時間において、特別な事情
の下で救急医療等の業務に従事したとき
(5)病院に勤務する医師又は歯科医師が、県立病院又は公立の医療施設相互の間
で行う診療の応援業務に従事したとき
(6)管理職手当の支給を受ける医師又は歯科医師が、正規の勤務時間外において、
解剖、手術、救急医療又は容態が著しく悪化した患者の診療業務等に従事したとき

用地取得等交渉業務手当 土地の取得等に関し、権利者との間において現地で行われる交渉業務に従事した
とき

日　額　　　970円

①その勤務時間が深夜の全
部を含む場合　  6,800円
②深夜における勤務時間が
2時間以上である場合(前号
に掲げる場合を除く)3,350円
③深夜における勤務時間が
2時間未満である場合2,050
円
Ⅱ深夜勤務の交替に伴う通
勤には次の額を支給
　通勤距離が片道5㎞未満 1
回380円
　通勤距離が片道5㎞以上
10㎞未満 1回760円
　通勤距離が片道10㎞以上
1回1,140円
(2)日　額　　　350円
(3)日　額　　　350円
(4)勤務１回につき　1,620円
(5)勤務１回につき　13,000円
（当直勤務は7,000円）
(6)１時間につき　2,800円
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（カ）　その他の手当（２１年４月１日現在）

千円

千円

千円 千円扶養手当

扶養親族のある職員に支給
（ア）配偶者　13,000円
（イ）配偶者以外　6,500円
・職員に配偶者がない場合そのうち１人につき11,000
円
・満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの間にある
子１人につき5,000円を加算

同じ 71,277 218

同じ 52,557 992 千円

261,882 2,619 千円

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異な

る内容

支給実績
支給職員１人当たり

平均支給年額

初任給調整
手当

次の職に新たに採用された職員に対して、その額を
超えない範囲内で１年を経過するごとにその額を減じ
て支給
・医療職給料表（一）の適用を受ける職員の職のうち
採用による欠員の補充が困難であると認められる職
月額410,900円
・医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、か
つ、採用による欠員の補充が困難であると認めらる職
月額50,000円

異なる

・医師等の専
門性に関する
資格等を有
する職員のう
ち、職務にそ
の資格が直
接役立つと管
理者が認めた
場合の支給
額

（２０年度決算） （２０年度決算）

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に支給
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千円

千円

千円

千円 千円
夜間勤務手
当

正規の勤務時間として深夜（午後１０時から翌日の午
前５時までの間）に勤務することを命ぜられた職員に
支給
・（深夜勤務時間数）×（勤務１時間当たりの給与額）
×25/100

同じ 60,425 162

千円

単身赴任手
当

公署を異にする異動等に伴い住居を移転し、やむを
得ない事情により同居していた配偶者と別居すること
となった職員で、通勤が困難であると認められるもの
のうち、単身で生活することを常況とする職員等に支
給
・月額23,000円＋加算額（45,000円を超えない範囲
内）

同じ 3,910 279 千円

通勤手当

・通勤のため、交通機関等を利用しその運賃等を負
担することを常例とする職員に支給
定期券（６箇月を超えない範囲内で最も長い期間のも
の）の価格。（全額支給限度額48,500円　最高支給限
度額56,500円）
・通勤のため、自動車等を使用することを常例とする
職員に支給
片道の使用距離に応じ37,500円まで（54㎞以上は、
距離に応じて2,800円を加算）
・通勤のため、特別急行列車等を利用しその特別料
金等を負担することを常例とする職員に支給
特別料金等の２分の１の額(最高支給限度額28,000
円)

同じ 75,739 131

住居手当

・自ら居住するための住宅を借り受け、月額12,000円
を超える家賃を支払っている職員に支給
基礎控除額12,000円　最高支給限度額27,000円（単
身赴任手当受給者の配偶者等が居住する場合は、
職員本人が居住する場合の手当額の１/２）
・その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主
であるものに支給
3,500円（単身赴任手当受給者の配偶者等が居住す
る場合は1,700円）

同じ 62,619 160 千円
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千円

千円

千円

④定員管理の数値目標及び進捗状況

千円

0 0 千円
災害派遣手
当

災害対策基本法第３２条第１項に規定する職員で住
所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要
するものに支給
・１日につき　6,620円を超えない範囲内の額

同じ

管理職員特
別勤務手当

管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の
必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝
日法による休日等に勤務した場合に支給
・勤務１回につき　12,000円を超えない範囲内の額

同じ 3,365 63

宿日直手当

宿直又は日直の勤務に従事した場合に支給
・次に掲げる宿直又は日直の勤務１回につきそれぞ
れ定める額（勤務時間が５時間未満の場合は、それぞ
れ定める額に50/100を乗じた額）
①入院患者の病状の急変等に対処するための医師
又は歯科医師の当直勤務
（ア）主として救急患者に対処するための勤務の場合
　　33,000円（管理職手当の支給を受ける職員が行う
ものは40,000円）
（イ）主として入院患者に対処するための勤務の場合
　　23,000円（管理職手当の支給を受ける職員が行う
ものは33,000円）
②救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の看
護業務、医療技術業務又は事務を行うための宿直勤
務又は日直勤務　5,900円
③②以外の宿直勤務又は日直勤務　4,200円

同じ 106,678 920 千円
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 ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標
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 イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
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